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皆さん明けましておめでとうございます🎍

　令和　３年１年1５日

　　編集・発行

　昨年度に続き新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、今年度も開催を中止することとなりました。
　感染予防対策を考え違った形でもいいから開催で
きないか実行委員会で話し合いましたが、大分県で
も感染が広がってきていることもあり、今は感染リスク
を避ける時期だと判断しました。少しでも早くいつもの
日常に戻ってほしいと願うばかりです。

改めてお正月ってどんな行事？？

今年度の高原文化祭は中止となりました

　　飯田地区まちづくり協議会

　　飯田公民館

　　ＴＥＬ　０９７３－７９－２２５１

　今年のお正月はどのように過ごしましたか？新型コロナウイルスの猛威により、家でゆっくり過ご
す方も多かったと思います。昨年は何かと我慢の多い年となりとてもストレスのたまる一年でした
が、今年こそは少しでも早くいつも通りの生活に戻れるよう、皆さんと一緒に九重町を盛り上げて
いけたらと思いますので、今年もよろしくお願い致します。

　皆さん、お正月が日本で継承されている最古の行事であることをご
存じでしょうか。その起源は詳しくわかっていませんが、6世紀半より以
前にはすでに存在していたようです。
　お正月とは「年神様」という新年の神様をお迎えし、おもてなしをして
お送りする行事で、年神様が1年の幸福をもたらすために各家庭に
やってくるとされています。おせち料理は、年神様にお供えして五穀
豊穣や家内安全、子孫繁栄をお祈りするため、一品ごとに願いが込
められています。また、お正月遊びには、邪気を払うために笑い合っ
て、福を呼び込もうという意図もあります。
　何気なく過ごしている行事には様々な意味が込められており、改め
て調べてみると日本の魅力の再発見にも繋がるかもしれませんね。

飯田地区まちづくり協議会 ・ 飯田公民館だより
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1月 26日は、 第６７回 「 文化財防火デー 」 です 

 文化財防火デーの制定は、昭和２４年１月２６日に、現存 

する世界最古の木造建築物である法隆寺（奈良県斑鳩町）の 

金堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づいています。 

この事件は国民に強い衝撃を与え、火災など災害による文 

化財保護の危機を深く憂慮する世論が高まり、翌昭和２５年 

に文化財保護の統括的法律として「文化財保護法」が制定さ 

れました。 

 その後、昭和３０年に、当時の文化財保護委員会（現在の 

文化庁）と国家消防本部（現在の消防庁）が１月２６日を「 

文化財防火デー」と定め、文化財を火災、震災その他の災害 

から守るとともに、全国的に文化財防火運動を展開し、国民 

一般の文化財愛護に関する意識の高揚を図っています。 
   

 文化財とは ？  ～ 飯田地区にはどんな文化財が !? 
 
 「文化財」とは、 「文化活動の結果でできた

文化的な価値のあるもの」という意味で、学問、

芸術など人類の習慣、行動などで生じた価値あ

る財産を表しており、目に見える絵画、建築物

などの有形文化財と、演芸や音楽などの目に見

えない無形文化財などがあります。 

 文化財保護法では、文化財を「有形文化財」

「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的

景観」及び「伝統的建造物群」と定義し、これ

らの文化財の内、重要なものを国（県・市町村） 

が指定・選定・登録し重点的に保護しています。 

 九重町には、町指定の有形文化財が１８件、

民俗文化財が４件、記念物が１３件、それに町

選定天然記念物が１３件あります。県指定では

有形文化財が７件、民俗文化財が４件、記念物

が４件、それに特別保護樹林が１件あります。

国の指定は、記念物が３件あります。 

 では、飯田地区には、どんな文化財があるの

でしょうか。 
 

 
【町指定】 

有形文化財（建造物）～「時松家正門」 

有形民俗文化財～「木地師の墓」 

無形民俗文化財～「年の神祭り」 

天然記念物～「白鳥神社のアスナロ」 

～「蕨原のヒノキ」 

【町選定天然記念物】 

～「狭間山ン神のクヌギ」 

【県指定】 

記念物（名勝地）～「九酔渓」 

天然記念物～「大原の境木カシワ」 

【国指定】 

天然記念物～「九重山のコケモモ群落」 

～「イヌワシ」 

 私たちの地域に指定等の有無にかかわらず 

どんな文化財があるのか。今一度調べて見学に

行くと文化財についてより一層理解を深める

ことができると思います。あなたのまちの歴史

やルーツもわかるのではないでしょうか。 
 

負 け じ 魂 

「一振りで越ゆ双六の箱根山」（大石悦子） 
正月の楽しみが伝わってくる句だ。現代は、

さらにさまざまな楽しみ方があろう。上手に気
分転換を図り、はつらつと新年を出発したい。 
 正月恒例の一大イベントといえば、毎年多く
の人が心待ちにしている箱根駅伝である。すご
ろくであればサイコロ一つで“越える”ことが
できる箱根路も、実際に人間の足で行こうとす
れば、大変な困難が伴う。まして思いのこもっ
たタスキを「1 秒でも早く」繋ごうとする駅伝
ならば、なおさらであろう。自らの限界に挑む 
 

戦いであるからこそ、走り終えた直後に倒れ込
む選手も多い。出場校の全選手が悔いなく力を
発揮できていることを切に願う。すごろくと現
実では次元が異なるが、古典にはこんな指摘が
ある。曰く、「双六の上手といひし人に、その
手立を問い侍りしかば、『勝たんと打つべか
らず。負けじと打つべきなり・・』」（徒然草） 
“断じて負けない”と決める ― 勝利の鉄則は
万般に通じよう。           （新聞記事より抜粋） 
力走した選手たちのように、新しい一年も、

人生という大舞台を駆け抜けて行きましょう❕ 
  




